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資料３ 



京都府における児童虐待施策の主な取組 

※丸数字は年度 

▶京都府警と情報共有に関する協定を締結○30  

 虐待の早期発見と重篤化に対応するため、京都府・京都市・京都府警の３者

で協定を締結し、情報共有の体制を強化 

 

▶「児童虐待・ＤＶ防止連携推進員」の配置② 

 児童虐待とＤＶが絡み重篤化することを未然に防止するため、市町村などと

より一層の連携強化を担う職員を各家庭支援センターに３名配置 

 

▶「京都府子どもを虐待から守る条例」の施行④ 

 令和２年１０月に「児童虐待防止強化対策検討会」を設置し、改めて虐待防

止に向けて取り組む起点となるよう条例を制定（４月１日施行） 

 

▶児童相談所への児童福祉司等の増員④ 

 平成２９年度から計画的に増員し、６年間で児童福祉司と心理判定員あわせ

て３４名（④６名増員）の大幅な増員 

 

▶性暴力被害者ワンストップ相談支援センターとの連携強化④ 

 性暴力被害者ワンストップ相談支援センター（京都ＳＡＲＡ）の２４時間対

応を令和４年４月から開始し、性的虐待相談への対応体制を充実 

 

▶ＳＮＳ相談体制の整備④ 

 虐待を受けている子どもや子育てに悩みを抱える保護者等が、より相談しや

すい環境をつくるため、ＳＮＳ相談の体制を整備 

 

▶子どもの意見表明支援体制の整備④ 

 児童相談所で一時保護している子どもの権利を守るため、児童相談所職員以

外の第三者が子どもの意見を聞き取り、子どもの意見表明をサポートする体

制の整備を開始 

 

▶児童相談所における第三者評価の実施⑤ 

 児童相談所の支援環境の向上及び改善を図るため、その業務の質について第

三者による評価を実施 



１　受理件数の年次推移 

対前年

321 265 281 293 378 503 557 675 640 598 683 114.2%

233 251 258 340 344 488 682 622 657 701 106.7%

321 498 532 551 718 847 1,045 1,357 1,262 1,255 1,384 110.3%

732 964 1,121 1,120 1,502 1,663 2,104 2,547 2,448 2,576 2,721 105.6%

2　経路別受理状況

年度 家族 親戚
近隣
知人

児童
本人

市町村
児童
委員

保健所
医療
機関

児童福
祉施設

警察 学校等 その他 再掲
（きょうだい受理）

合計

R３ 43 12 123 6 108 0 0 13 2 729 28 191 119 1,255

構成率（%） 3.4 1.0 9.8 0.5 8.6 0.0 0.0 1.0 0.2 58.1 2.2 15.2 100.0

R４ 61 7 112 9 92 1 2 12 10 803 14 261 165 1,384

構成率（%） 4.4 0.5 8.1 0.7 6.6 0.1 0.1 0.9 0.7 58.0 1.0 18.9 100.0

３　主たる虐待者

４　虐待の種類別受理状況

５　年齢別受理状況

６　危険度別受理状況

65.8

1,384207 138

構成率（%）

高校生等 合計

構成率（%） 17.5 20.9 32.7 18.2 10.6 100.0

R３ 239

598 61

4.8

身体的 虐待

R４

18.1

250

R４

年度

構成率（%） 48.1

R３

9

H24年度 
 児相名

宇治児相（本所）

(参考）府児相 計

その他

H30H28 H29

実母

31(R元)

宇治児童相談所 計
（南部家庭支援センター）

同上（京田辺支所）

H27H26H25 R２ R３

■宇治児童相談所における児童虐待相談受理件数 〔令和４年度〕　※速報値

性的 虐待

1,384910

心理的 虐待

100.0

860

666 67

215

合計実母以外 母親実父年度 実父以外 父親

0.7

7 149

45.2

1,255

合計

1,384

15.5

ネグレクト

取扱注意

構成率（%） 21.1 24.0 30.0 15.0 10.0 100.0

R３ 220 262 411 229 133 1,255

R４ 292 332 415

年度 ０～３歳 ３歳～学齢前 小学生 中学生

R４ 45 457 666 196 20 1,384

構成率（%） 3.3 33.0 48.1 14.2 1.4 100.0

R４

構成率（%） 47.6 4.9 44.4 1.4 1.8 100.0

構成率（%） 19.0 0.6 11.9 68.5 100.0

100.01.40.4

1,255

626 6

557 17

19

22

構成率（%） 0.7 31.0 54.9 11.6 1.8 100.0

年度 不明／非虐待 危惧 軽度 中度 重度以上 合計

R３ 9 389 689 145 23 1,255



児童福祉法等の一部を
改正する法律について

資料出典:こども家庭庁ＨＰ
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http://www.orangeribbon.jp/
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令和４年度
から京都府
で取り組み

開始
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懲戒権に関する規定の見直し

資料出典:こども家庭庁ＨＰ
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http://www.orangeribbon.jp/
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子ども虐待による死亡事例等
の検証結果等について

資料出典:こども家庭庁ＨＰ
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http://www.orangeribbon.jp/
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